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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　組合員証等は証明書ですので、紛失されませんよう大切に保管してください。もし、紛失や盗難等に遭った場合は、
最寄りの警察署等へ届け出てください。
　また、不正に使用した場合は、法により罰せられますのでご注意ください。

組合員証等は大切に保管してください

　組合員証等に関する各種届出については、必ず勤務先の共済事務担当課を通じて行ってください。
　任意継続組合員の方は、共済組合へ直接ご連絡ください。

組合員証等に関する各種届出について

　組合員および任意継続組合員、もしくは、被扶養者の方が 75歳の誕生日を迎えますと、後期高齢者医療制度へ移
行となり、その日以降、組合員証等が使用できなくなりますので、組合員証等を共済組合へ速やかに返納してください。

75歳を迎えた時には ……

共済だより3月号掲載記事に係るお詫びと訂正について
　共済だより3月号2ページに掲載しました「平成30年度事業計
画概要のお知らせ」の記事のうち、平成30年度の掛金・負担金
率の一部に誤りがありましたので、右記のとおり訂正させてい
ただきます。
　ご迷惑おかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

誤 正

種　別

負担金 負担金
短期経理 短期経理
医療費・
拠出金

医療費・
拠出金

全組合員 46.85 47.05

平成30年4月から平成30年4月から
靴型装具の療養費（家族療養費）の請求をするときは靴型装具の療養費（家族療養費）の請求をするときは
実際に装具を装着している写真が必要となります！実際に装具を装着している写真が必要となります！

　医師が必要と認めた治療用の装具を製作または購入した場合、いったんご自身で医療費を全額お支払いい
ただき、後日、所属所の共済事務担当課を通して療養費の請求書等を提出していただくこととなっています。
　平成30年4月から厚生労働省からの通知（保医発0209第1号）により、治療用の靴型装具を製作した場合、
療養費を請求する際に『患者が実際に装着していることが確認できる写真』を添付することとされましたのでお
知らせします。

　ご不明な点は共済組合保険課までお気軽にお問い合わせください。

　必要な書類

　●療養費・家族療養費等請求書　　●領収書（原本）　　●保険医の証明書（原本）　
　●装具装着時の写真（足首部分あたりまで入っているもの）

共済だより
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